
市民公聴会について 

 

１ 日 時  平成２２年８月４日（水） 

午後６時４５分～午後８時４５分（受付開始 午後６時１５分） 
 

２ 場 所  こどもみらい館 

       （京都市中京区間之町通竹屋町下る楠町 601 番地の１） 
 

３ 主 催  子どもを共に育む京都市民憲章推進条例制定検討委員会 
 

４ 定 員  １００名（事前申込制・先着順） 
 

５ 次 第 

 （１）開会の辞（司会） 

 （２）開会挨拶（藤岡 委員長） 

 （３）経過説明等（事務局） 

ア 制定趣旨 

イ 検討委員会における検討状況 

ウ 骨子案 

 （４）検討委員会委員の紹介（司会） 

 （５）各グループで意見交流 

ア 検討委員会委員が進行役を務め，事務局職員が補助・記録を行う。 

イ １グループ１０人程度で，最大１０グループを作る。 

ウ 参加者から，次のような観点からの意見を出し合うことを狙いと

する。 

  ○憲章を更に広め，実践を浸透させるための工夫 

  ○条例に盛り込むべき内容 

  ○その他，骨子案に対する意見 

 （６）各グループの意見紹介（検討委員会委員） 

ア 各グループで出された意見を一通り紹介することを目的とする。 

イ 各グループでの意見のまとめや総括は行わない。 

 （７）振り返り・感想（藤岡 委員長） 

 （８）閉会の辞（司会） 
 

６ 配布資料 

  ○市民公聴会次第 

  ○検討委員会ニュース 

  ○条例骨子案 

  ○意見記入用紙 

資料３ 


